
 

   水戸市附属機関の会議の公開に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は，附属機関の会議を公開することにより，その透明かつ公正な運営を図り，

もって市民の市政に対する理解を深めるとともに，開かれた市政の実現を一層推進すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「附属機関」とは，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１３８条の４第３項に規定する機関（当該機関に部会，小委員会等が設けられている場合は，

当該部会，小委員会等を含む。）をいう。 

２ この規程において「実施機関」とは，市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，

監査委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会，消防長及び公営企業管理者をいう。 

（公開の原則） 

第３条 附属機関の会議は，公開する。ただし，水戸市情報公開条例（平成１３年水戸市条例

第４号）第７条各号に掲げる不開示情報（以下「不開示情報」という。）に該当する事項に

ついて審議等を行うときは，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，附属機関は，会議を公開することにより，公正かつ円滑な議事

運営に著しい支障が生ずると認めるときは，当該会議を公開しないことができる。 

（事前公表） 

第４条 実施機関は，附属機関の会議の日時，場所その他必要な事項をあらかじめ公表するも

のとする。ただし，緊急に開催するときは，この限りでない。 

２ 前項の規定による公表は，当該附属機関の会議を開催する日の１週間前までに，附属機関

の会議開催のお知らせ（様式第１号）を本市のホームページに掲載することにより行うもの

とする。 

（傍聴） 

第５条 附属機関の会議は，第３条第１項ただし書又は第２項の規定により公開しない場合を

除き，傍聴することができる。 

 



 

２ 附属機関の会議を傍聴できる者（以下「傍聴人」という。）の定員は，そのつど，実施機

関が定める。 

３ 附属機関の会議を傍聴しようとする者は，前条の規定により公表された受付時間に受付簿

（様式第２号）に必要な事項を記載しなければならない。 

４ 実施機関は，傍聴しようとする者の数が第２項の定員を超えるときは，抽選により傍聴人

を決定するものとする。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は，附属機関の会議を開催する場所（以下「会議場所」

という。）に入場できない。 

(1) 危険物その他人に危害を加え，又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 

(2) 張り紙，ビラ，掲示板，プラカード，旗，のぼり，垂れ幕又はかさの類を携帯している

者 

(3) はち巻，腕章，たすき，リボン，ゼッケン又はヘルメットの類を着用し，又は携帯して

いる者 

(4) ラジオ，拡声器，マイク，録音機，写真機又は映写機の類を携帯している者(次項第６号

ただし書の規定により，撮影又は録音の許可を得た者を除く。) 

(5) 笛，ラッパ，太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

(6) 酒気を帯びていると認められる者 

(7) 前各号に定めるもののほか，附属機関の会議を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすと認めら

れる者 

６ 傍聴人は，係員の指示に従うとともに，次の各号に掲げる事項を遵守し，静穏に傍聴しな

ければならない。 

(1) 会議場所における発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 会議場所において発言をしないこと。 

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(4) みだりに席を離れないこと。 

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。 

 



 

(6) 傍聴席において写真及び映画の撮影，録音その他これに類する行為をしないこと。ただ

し，特に附属機関の許可を得たときは，この限りでない。 

(7) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。 

(8) 前各号に定めるもののほか，会議場所の秩序を乱し，又は附属機関の会議の妨げとなる

ような行為をしないこと。 

７ 附属機関の長は，傍聴人が前項各号に掲げる事項に違反するとき，又は附属機関の長の指

示に従わないときは，当該傍聴人に対し，退場を命ずることができる。 

（会議資料の閲覧） 

第６条 実施機関は，附属機関の会議を公開するときは，傍聴人に会議資料（不開示情報が記

録されている場合は，当該記録されている部分を除いたものとする。）を閲覧させるものと

する。この場合において，当該会議資料は，図面，地図，写真，法令集等用意することが困

難なものを除き，傍聴人の定員の数を用意するものとする。 

（会議録の作成） 

第７条 実施機関は，附属機関の会議終了後，速やかに会議録（様式第３号）を作成するもの

とする。この場合において，実施機関は，当該会議録に附属機関が指定する者２人以上の署

名を得るものとする。 

（会議録の公表） 

第８条 実施機関は，前条の会議録及び会議資料を，会議録を作成した日から７日以内に次の

各号に掲げる方法により公表するものとする。この場合において，当該会議録又は会議資料

に不開示情報が記録されているときは，当該記録されている部分を除いたものを公表するも

のとする。 

 (1) 本市のホームページへの掲載（会議資料を除く。） 

 (2) 情報公開の窓口における閲覧 

２ 前項の規定による公表は，前条の規定により会議録を作成した日の属する年度の翌年度の

末日までの間行うものとする。 

（写しの交付） 

 



 

第９条 会議録又は会議資料の写しの交付を受けようとする者は，水戸市情報公開条例第６条

の規定による開示請求を行わなければならない。 

（運営状況の報告） 

第１０条 実施機関は，毎年４月 30日までに前年度に開催した附属機関の会議の公開に関する運

営状況を記載した報告書（様式第４号）を作成し，及びその概要を当該報告書を作成した年

度の６月末までに本市の広報紙及びホームページに掲載するものとする。 

（特別の定めがある場合の取扱い） 

第１１条 附属機関の会議の公開等について法令又は条例その他の規定に特別の定めがあるとき

は，その定めるところによるものとする。 

付 則 

 この規程は，平成１６年４月１日から施行し，同日以後に第４条の規定により会議開催の事

前公表を行う会議から適用する。 

   付 則 

 この規程は，公布の日から施行する。 

 



 

様式第１号（第４条関係） 

 

附属機関の会議開催のお知らせ 

 

１ 附属機関の会議の名称 

２ 議題及び公開・非公開の別 

 

 

 

 

３ 開催日時     年  月  日（ ）  時  分から 

       ※受付時間（    時  分から    時  分まで） 

４ 開催場所 

５ 傍聴人の定員   人 

６ 非公開の理由 

 

 

７ 傍聴手続に係る特記事項 

 

８ 問合せ先 

   （電話番号） 

９ その他 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第５条関係） 

 

受 付 簿 

 

    年  月  日 

附属機関名           

受付順位 抽選当選者 住   所 氏  名 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

 

２ 開催日時   年  月  日（ ）  時  分から 

                     時  分まで 

３ 開催場所 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委員  

 (2) 執行機関  

 (3) その他  

５ 議題及び公開・非公開の別 

 

 

 

 

６ 非公開の理由 

 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）   人 

 

８ 会議資料の名称 

 

 

９ 発言の内容 

 

 

 

 

 

 

  上記に相違ないことを確認する。 

                      氏 名 

 

                      氏 名 

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

 

附属機関の会議の公開に関する運営状況報告書（  年度分） 

 

年  月  日 

  総務部長 様 

（担当部長名）  

 

 

１ 附属機関の名称 

   

 

２ 附属機関の会議の公開の状況 

開催日 
公開・ 
非公開 
の区分 

傍 聴 
人 数 

開催回 
数 (A) 

公開と 
した回 
数 (B) 

非公開 
とした 
回数 

傍 聴 人 
の 総 数 

公開率 
(B/A) 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

 公開・非公開   人 

   回    回    回    人   . ％ 

 

   備考１ この報告書は，附属機関ごとに作成をすること。 

     ２ 公開・非公開の区分は，附属機関の会議の一部を非公開とした場合は，非公開

とすること。 

     ３ 公開率は，小数点以下第２位で四捨五入をすること。 

 


